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私立学校振興助成法第１４条第３項の規定に基づく監査事項の指定について（通達）

　7日

私立学校振興助成法第１４条第３項の規定に基づく監査事項の指定について（通達）

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

　監査報告書の添付に係る許可

　私立学校振興助成法第14条第３項

　監査報告書の添付に係る許可

 

<私立学校振興助成法第１４条第３項の規定に基づく監査事項の指定について（通達）> 

                                  

第２ 監査対象法人等について 

２ 監査報告書の添付免除 

  当分の間、１会計年度に交付される補助金の額が１，０００万円に満たない学校法人で、

知事の許可を受けた学校法人については、監査報告書の添付を免除するものとすること。

この場合において、当該免除の許可を受けようとする学校法人は、監査報告書添付免除

許可申請書（別記第２号様式）を当該年度末までに提出すること。 

 


